
重要な会計方針等の記載及び貸借対照表等に関する注記 

 

Ⅰ 重要な会計方針に係る事項に関する注記 

１ 継続事業の前提に関する事項 

      該当事項ありません。 

 

 ２ 資産の評価基準及び評価方法 

棚卸資産は、最終仕入原価法による原価法により評価しております。 

  

  ３ 固定資産の減価償却の方法 

（１） 有形固定資産 

定率法を採用しております。 

 ただし、平成１０年４月１日以前に取得した建物（建物付属設備を除く）につ

いては旧定率法、平成１９年４月１日以前に取得した建物（建物付属設備を除

く）については旧定額法、平成１９年４月１日以後に取得した建物（建物付属設

備を除く）については定額法を採用しております。 

 平成２８年４月１日以後に取得した建物付属設備及び構築物については定額法

を採用しております。 

主な耐用年数は次のとおりであります。 

  建物          １４年～３９年 

  構築物         １０年～３０年 

  医療用器械備品      ５年～１５年 

  その他の器械備品     ５年～１７年 

（２） 無形固定資産 

                定額法を採用しております。  

（３） リース資産 

  所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

   リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。 

（４） 長期前払費用 

 期間均等償却を採用しております。   

 

４ 引当金の計算基準 

（１） 貸倒引当金 

債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率及び個別見込額

より計算した回収不能見込額を計上しております。 

（２） 賞与引当金 

 従業員賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当期負担額を計上し

ております。 

（３） 退職給付引当金 

 従業員の退職金支払いに備えるため、自己都合退職による期末要支給額のう



ち、年金積立額による見積額を控除した金額を計上しております。 

 なお、当医療法人は、前々会計年度末日の負債総額が 200億円未満であること

から、簡便法による期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を採用して

おります。 

 

５ 消費税及び地方消費税の会計処理の方法 

消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しております。また、控除対象外消費税につ

いては長期繰延消費税等として資産計上し費用按分しております。 

 

６ その他貸借対照表等作成のための基本となる重要な事項   

補助金等の会計処理 

固定資産を購入する目的で受取った補助金等については、受取った会計年度に一括し

て収益として計上しております。 

運営費補助金等の補助対象となる支出が事業費に計上されるものについては、当該補

助対象の費用と対応させるため、事業収益に計上しております。 

 

 ７ 資産及び負債のうち収益業務に関する事項・収益業務から繰入金の状況に関する事項 

（１） 資産及び負債のうち収益業務に関する事項 

    資産  ７７，３７８千円 

  負債  ７７，２０６千円   

（２） 収益業務からの繰入金は、６，６７８千円であります。 

 

８ 法第５１条第４項に規定する関係事業者に関する事項 

（１） 法人である関係事業者 

種類 名称 所在地 
総資産

（千円） 
事業内容 

関係事業者

との関係 

取引の

内容 

取引

金額 
科目 

期末残高

（千円） 

該当事

項あり

ません 

         

     取引条件及び取引条件の決定方針等 

（２） 個人である関係事業者 

 種類 氏名 職業 
関係事業者

との関係 
取引の内容 

取引金額

（千円） 
科目 期末残高（千円） 

該当事

項あり

ません 

       

 

９ 重要な偶発債務に関する事項  

該当事項ありません。 

 



１０ 重要な後発事象に関する事項 

該当事項ありません。 

 

１１ その他医療法人の財政状態又は損益の状況を明らかにするために必要な事項 

主な補助金等の内訳、交付者及び貸借対照表等への影響額 

補助金等の内訳 交付者 
影響額 

（千円） 

損益計算書上の記載

区分 

新型ｺﾛﾅｳｨﾙｽ感染症対応医療体制強化緊急補

助金（病床確保） 
佐賀県 ６６，１５０ 

事業収益 

（本来業務） 

新型ｺﾛﾅｳｨﾙｽ感染症対応医療体制強化緊急補

助金（救急周産期小児医療体制確保事業） 
佐賀県 ６，３２８ 

事業収益 

（本来業務） 

新型ｺﾛﾅｳｨﾙｽ感染症自宅療養者等診療体制強

化事業補助金 
佐賀県 １４，２５０ 

事業収益 

（本来業務） 

看護職員等処遇改善事業補助金 佐賀県 ３，４５７ 
事業収益 

（本来業務） 

介護職処遇改善支援補助金 佐賀県 ４，２０７ 
事業収益 

（本来業務） 

物価高騰対策支援金 佐賀県 ７，２７０ 
事業収益 

（本来業務） 

物価高騰対策支援金 伊万里市 ４，４５５ 
事業収益 

（本来業務） 

新型ｺﾛﾅ小学校休業等対応助成金 労働局 ２，６３７ 
事業収益 

（本来業務） 

 

 

Ⅱ 貸借対照表の注記 

１ 担保提供資産等 

（１） 担保提供資産 

  土   地     １，２６８，４１８千円 

    建   物       ９６０，３４３千円 

   

（２） 担保付債務 

  長期借入金        ３３２，０２３千円 

（1年以内返済予定含む）     

   

２ 有形固定資産の減価償却累計額     ３，４２４，４６０千円 


